
京都市告示第   号  

 地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に基づき，平成２４年５月２４日

付けで認可した醍醐和泉町町内会について，区域，主たる事務所の所在地及び

代表者の変更の届出があったので，同条第１０項の規定により，次のとおり告

示します。  

  平成２５年８月１９日  

 

京都市長 門川 大作   

 

変更があった事項及びその内容  

 

１ 区域  
変更前  変更後  

京都市伏見区醍醐  
和泉町５番地の１４，５番地の１６～
１８，５番地の２０～２４，５番地の
２７，５番地の２８，５番地の３０～
３８，５番地の４０，５番地の４１，
５番地の４４，５番地の４６～４９，
６番地の１，６番地の２，８番地，８
番地の３，９番地，１０番地，１１番
地，１１番地の３，１１番地の４，１
２番地，１３番地，１４番地の２，１
５番地の２，１５番地の１２，１５番
地の１３，１５番地の１６，１５番地
の２０～２３，１６番地の３，２８番
地の５，２８番地の２０，２９番地の
２，２９番地の８，２９番地の１０～
１２，２９番地の１５，２９番地の１
７，２９番地の１９，２９番地の２５，
２９番地の２６，２９番地の２８～３
３，３１番地の１０，３１番地の１５，
３１番地の１６，３１番地の１８，３
２番地，３５番地，９５番地，９７番
地の２，９７番地の４，９７番地の５，
１００番地～１０２番地，１０５番
地，１０６番地，１０９番地の１，１
１０番地の１，１１０番地の２，１１
２番地の１～４，落保町２番地の２，

京都市伏見区醍醐  
和泉町５番地の１４，５番地の１６～
１８，５番地の２０～２４，５番地の
２７，５番地の２８，５番地の３０～
３８，５番地の４０，５番地の４１，
５番地の４４，５番地の４６～４９，
６番地の１，６番地の２，８番地，８
番地の３，９番地，１０番地，１１番
地，１１番地の３，１１番地の４，１
２番地，１３番地，１４番地の２，１
５番地の２，１５番地の１２，１５番
地の１３，１５番地の１６，１５番地
の２０～２３，１６番地の３，２８番
地の５，２８番地の２０，２９番地の
２，２９番地の８，２９番地の１０～
１２，２９番地の１５，２９番地の１
７，２９番地の１９，２９番地の２５，
２９番地の２６，２９番地の２８～３
３，３１番地の１０，３１番地の１５，
３１番地の１６，３１番地の１８，３
２番地，３５番地，９５番地，９７番
地の２，９７番地の４，９７番地の５，
１００番地～１０２番地，１０５番
地，１０６番地，１０９番地の１，１
１０番地の１，１１０番地の２，１１
２番地の１～４，落保町２番地の２，

２６９



３番地，３番地の３，３番地の５，３
番地の９，４番地，４番地の５，６番
地，１０番地の４，１１番地，１２番
地，１５番地，１６番地の１，勝口町
１番地の３，槙ノ内町５２番地，５２
番地の１，５２番地の６，５２番地の
８，５３番地，５３番地の１，５３番
地の４，５３番地の６～１２，５４番
地の１，５６番地，５７番地，５７番
地の１，５８番地，６０番地，６３番
地，６３番地の２，６４番地，６６番
地，南里町２番地の２，３番地，３番
地の９～１１，３番地の１４，３番地
の１５，５番地の６，５番地の７，５
番地の９，５番地の１０，８番地の２

３番地，３番地の３，３番地の５，３
番地の９，４番地，４番地の５，６番
地，１０番地の４，１１番地，１２番
地，１５番地，１６番地の１，勝口町
１番地の３，槙ノ内町５２番地，５２
番地の１，５２番地の６，５２番地の
８，５３番地，５３番地の１，５３番
地の４，５３番地の６～１２，５４番
地の１，５６番地，５７番地の１，５
８番地，６０番地，６３番地，６３番
地の２，６４番地，６６番地，南里町
２番地の２，３番地，３番地の３，３
番地の１０，３番地の１１，３番地の
１４，５番地の６，５番地の７～９，
５番地の１０  

 

２ 主たる事務所の所在地  
変更前  変更後  

京都市伏見区醍醐和泉町９５番地  京都市伏見区醍醐南里町５番地の６  

 

３ 代表者の氏名  
変更前  変更後  

木村 守男  三辻 信子  

   

４ 代表者の住所  
変更前  変更後  

京都市伏見区醍醐和泉町９５番地 京都市伏見区醍醐南里町５番地の６  

 

 （文化市民局地域自治推進室）  


